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第３編  雪害編  第２章 雪害応急対策 ≪新旧対照表≫ 

修正の要点 南砺市地域防災計画（現行） 南砺市地域防災計画(修正案) 

・富山県の大雪警

報・注意報の発報

基準の変更(平成
24 年 11 月 27 日
より適用)に伴う、
基準値の修正

第１節 予警報の伝達 

(総務部)

雪等に関する予警報の種類、発表基準を明らかにするとともに、これらの伝達系統、

手段等の伝達体制の周知徹底を図るものとする。 

第１ 雪等に関する予警報の種類及び発表基準 （総務班） 

気象業務法に基づいて富山地方気象台が発表する雪等に関する予警報は、次の基準によ

る。 

１ 注意報・警報の種類及び発表基準 

平成 22年５月 27日現在

南 砺

市

府県予報区 富山県

一次細分区

域
西部

市町村をま

とめた地域
西部南

警 報

暴風雪 平均風速 20m/s以上 雪を伴う

大雪 降雪の深さ
平地 24時間降雪の深さ 60cm以上
山間部 24時間降雪の深さ 90cm以上

注 意

報

風雪 平均風速 12m/s以上 雪を伴う

大雪 降雪の深さ
平地 24時間降雪の深さ 30cm以上
山間部 24時間降雪の深さ 50cm以上

融雪

１.積雪地域の日平均気温が 12℃以上
２.積雪地域の日平均気温が９℃以上かつ日平均風速が５

m/s以上か日降水量 20mm以上

なだれ
１.積雪の深さが 90cm以上あった場合
２.積雪が 100cm以上あって日平均気温２℃以上の場合

低温
夏期：最低気温 17℃以下の日が継続
冬期：最低気温－６℃以下

霜 早霜・晩霜期に最低気温２℃以下

着雪 著しい着雪が予想される場合

第１節 予警報の伝達 

(総務部)

雪等に関する予警報の種類、発表基準を明らかにするとともに、これらの伝達系統、

手段等の伝達体制の周知徹底を図るものとする。 

第１ 雪等に関する予警報の種類及び発表基準 （総務班） 

気象業務法に基づいて富山地方気象台が発表する雪等に関する予警報は、次の基準によ

る。 

１ 注意報・警報の種類及び発表基準 

平成 24年 11月 27日現在

南 砺

市

府県予報区 富山県

一次細分区

域
西部

市町村をま

とめた地域
西部南

警 報

暴風雪 平均風速 20m/s以上 雪を伴う

大雪 降雪の深さ
平地 6時間降雪の深さ 25cm以上
山間部 12時間降雪の深さ 50cm以上

注 意

報

風雪 平均風速 12m/s以上 雪を伴う

大雪 降雪の深さ
平地 6時間降雪の深さ 15cm以上
山間部 12時間降雪の深さ 30cm以上

融雪

１.積雪地域の日平均気温が 12℃以上
２.積雪地域の日平均気温が９℃以上かつ日平均風速が５

m/s以上か日降水量 20mm以上

なだれ
１.積雪の深さが 90cm以上あった場合
２.積雪が 100cm以上あって日平均気温２℃以上の場合

低温
夏期：最低気温 17℃以下の日が継続
冬期：最低気温－６℃以下

霜 早霜・晩霜期に最低気温２℃以下

着雪 著しい着雪が予想される場合
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修正の要点 南砺市地域防災計画（現行） 南砺市地域防災計画(修正案) 

第２節 応急活動体制 
（※前文省略） 

第１ 市の活動体制  (全部局共通) 

市域に災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合には、その情報連絡、

発生災害の状況集約、総合対策の樹立並びに災害応急対策の推進を図るため、市長は南

砺市災害対策本部を設置する（災害対策基本法、南砺市災害対策本部条例に基づく）。

１ 職員の非常配備・参集 

災害が発生し又は発生するおそれのあるとき、市長は、迅速かつ円滑な災害応急対

策を実施するため、必要に応じ職員の非常配備を行う。 

なお、市長に事故あるときの代行順位は次のとおりとする。 

第１順位 副市長、第２順位 教育長、第３順位 総務部長 

（１）配備基準 

職員の配備基準は、次のとおりとする。 

配 備 基 準 配 備 内 容

第１非常配備

【準備態勢

警戒配備】

①積雪深が平地で 30㎝以上、山間部
で 50 ㎝以上に達しかつ大雪注意
報が発表され危険な状態が予想さ

れるとき。

②その他の状況により市長が指令し

たとき。

①情報収集及び連絡活動を主とし、

関係課は所要人員をもって、情報

収集と連絡活動が円滑に実施出来

る体制をとる。

②第２非常配備に円滑に移行し得る

体制をとる。

第２非常配備

【警戒体制】

【災害対策本

部・現地災害

対策本部の設

置】

①積雪深が平地で 90㎝以上、山間部
で 100 ㎝以上に達しかつ大雪警報
が発表されたとき。

②降積雪により各地で被害の発生或

いはその危険性があるとき。

③その他の状況により市長が指令し

たとき。

①災害応急対策に関係ある課（行政

センターを含む）の所要人員で情

報収集、連絡活動及び応急措置を

実施する。

②状況によって第３非常配備に直ち

に移行できる体制とする。

第３非常配備

【非常体制】

【災害対策本

部・現地災害

対策本部の設

置】

①市全域にわたって大規模な災害が

発生すると予想されるとき。

②市全域でなくとも、その災害が特

に甚大であると予想され、かつ市

長が指令したとき。

①災害対策本部を設置する。

②災害対策に万全を期するため当該

災害に関係ある各課全員があた

る。

③時間外の場合は近隣の被害状況を

把握し、まず人命救助を行った後

登庁する。この際被害の状況を収

集し本部に報告する。

第２節 応急活動体制 
（※前文省略） 

第１ 市の活動体制  (全部局共通) 

市域に災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合には、その情報連絡、

発生災害の状況集約、総合対策の樹立並びに災害応急対策の推進を図るため、市長は南

砺市災害対策本部を設置する（災害対策基本法、南砺市災害対策本部条例に基づく）。

１ 職員の非常配備・参集 

災害が発生し又は発生するおそれのあるとき、市長は、迅速かつ円滑な災害応急対

策を実施するため、必要に応じ職員の非常配備を行う。 

なお、市長に事故あるときの代行順位は次のとおりとする。 

第１順位 副市長、第２順位 教育長、第３順位 総務部長 

（１）配備基準 

職員の配備基準は、次のとおりとする。 

配 備 基 準 配 備 内 容

第１非常配備

【準備態勢

警戒配備】

①積雪深が平地で 30㎝以上、山間部
で 50 ㎝以上に達しかつ大雪警報
が発表され危険な状態が予想され

るとき。

②その他の状況により市長が指令し

たとき。

①情報収集及び連絡活動を主とし、

関係課（行政センター、総務課、

土木課）は所要人員をもって、情

報収集と連絡活動が円滑に実施出

来る体制をとる。

②第２非常配備に円滑に移行し得る

体制をとる。

第２非常配備

【警戒体制】

【災害対策本

部・現地災害

対策本部の設

置】

①積雪深が平地で 90㎝以上、山間部
で 100 ㎝以上に達しかつ大雪警報
が発表されたとき。

②降積雪により各地で被害の発生或

いはその危険性があるとき。

③その他の状況により市長が指令し

たとき。

①災害応急対策に関係ある課（行政

センターを含む）の所要人員で情

報収集、連絡活動及び応急措置を

実施する。

②各部長と、部長及び現地災害対策

本部長が指定する職員をもって体

制をとる。

③状況によって第３非常配備に直ち

に移行できる体制とする。

第３非常配備

【非常体制】

【災害対策本

部・現地災害

対策本部の設

置】

①市全域にわたって大規模な災害が

発生すると予想されるとき。

②市全域でなくとも、その災害が特

に甚大であると予想され、かつ市

長が指令したとき。

①災害対策本部を設置する。

②災害対策に万全を期するため当該

災害に関係ある各課全員があた

る。

③時間外の場合は近隣の被害状況を

把握し、まず人命救助を行った後

登庁する。この際被害の状況を収

集し本部に報告する。


